
◎
独
立
行
政
法
人
石
油
天
然
ガ
ス
・
金
属
鉱

物
資
源
機
構
法
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律

（
平
成
二
二
年
六
月
二
日
法
律
第
三
九
号
）

一
、
提
案
理
由（
平
成
二
二
年
五
月
一
二
日
・
衆
議
院
経
済
産
業
委

員
会

）

○
直
嶋
国
務
大
臣

独
立
行
政
法
人
石
油
天
然
ガ
ス
・
金
属
鉱
物
資
源
機

構
法
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
案
に
つ
き
ま
し
て
、
そ
の
提
案
理
由
及
び

要
旨
を
御
説
明
申
し
上
げ
ま
す
。

国
際
的
な
資
源
獲
得
競
争
が
激
化
す
る
中
で
、
金
属
鉱
物
や
石
油
、
天

然
ガ
ス
の
安
定
供
給
を
確
保
す
る
こ
と
の
重
要
性
が
高
ま
っ
て
お
り
ま

す
。
特
に
、
電
気
自
動
車
に
必
要
な
レ
ア
メ
タ
ル
な
ど
の
金
属
鉱
物
資
源

の
確
保
は
、
低
炭
素
社
会
の
構
築
と
我
が
国
の
今
後
の
経
済
成
長
を
図
る

上
で
、
喫
緊
の
課
題
と
な
っ
て
い
ま
す
。

他
方
、
昨
今
、
為
替
や
資
源
価
格
等
の
動
向
に
よ
り
資
源
権
益
の
価
格

が
大
き
く
変
化
す
る
と
と
も
に
、
技
術
的
に
困
難
な
開
発
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト

が
増
加
す
る
中
、
我
が
国
企
業
に
よ
る
資
源
権
益
の
確
保
に
対
し
て
、
国

と
し
て
機
動
的
か
つ
大
規
模
な
支
援
を
行
う
こ
と
が
必
要
と
な
っ
て
い
ま

す
。こ

の
た
め
、
我
が
国
企
業
に
よ
る
資
源
権
益
の
確
保
を
支
援
す
る
役
割

を
担
う
独
立
行
政
法
人
石
油
天
然
ガ
ス
・
金
属
鉱
物
資
源
機
構
に
つ
い

て
、
金
属
鉱
物
の
鉱
山
権
益
の
資
産
買
収
に
対
す
る
支
援
機
能
を
拡
充
す

る
と
と
も
に
、
金
属
鉱
物
や
石
油
、
天
然
ガ
ス
の
権
益
確
保
を
的
確
に
支

援
す
る
た
め
の
資
金
を
調
達
す
る
手
段
を
拡
充
す
る
べ
く
、
本
法
律
案
を

提
出
し
た
次
第
で
あ
り
ま
す
。

次
に
、
本
法
律
案
の
要
旨
を
御
説
明
申
し
上
げ
ま
す
。

第
一
に
、
我
が
国
企
業
が
金
属
鉱
物
の
鉱
山
権
益
の
資
産
買
収
を
行
う

場
合
に
、
独
立
行
政
法
人
石
油
天
然
ガ
ス
・
金
属
鉱
物
資
源
機
構
が
こ
れ

を
支
援
す
る
た
め
の
出
資
を
行
う
こ
と
を
可
能
と
し
ま
す
。

第
二
に
、
我
が
国
企
業
が
金
属
鉱
物
や
石
油
、
天
然
ガ
ス
の
権
益
の
資

産
買
収
を
行
う
場
合
や
資
源
開
発
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
を
実
施
す
る
場
合
に
、

独
立
行
政
法
人
石
油
天
然
ガ
ス
・
金
属
鉱
物
資
源
機
構
が
こ
れ
ら
を
支
援

す
る
た
め
に
出
資
や
債
務
保
証
を
行
う
た
め
の
資
金
を
、
政
府
保
証
つ
き

長
期
借
入
金
等
に
よ
り
調
達
す
る
こ
と
を
可
能
と
し
ま
す
。

ま
た
、
独
立
行
政
法
人
石
油
天
然
ガ
ス
・
金
属
鉱
物
資
源
機
構
が
、
政

府
の
行
う
資
源
外
交
と
一
層
緊
密
に
連
携
し
つ
つ
、
我
が
国
企
業
の
権
益

確
保
の
支
援
を
行
う
こ
と
が
で
き
る
よ
う
、
主
た
る
事
務
所
の
所
在
地
を

神
奈
川
県
か
ら
東
京
都
に
変
更
し
ま
す
。

以
上
が
、
本
法
律
案
の
提
案
理
由
及
び
そ
の
要
旨
で
す
。

独
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何
と
ぞ
、
御
審
議
の
上
、
速
や
か
に
御
賛
同
く
だ
さ
い
ま
す
よ
う
お
願

い
申
し
上
げ
ま
す
。

二
、
衆
議
院
経
済
産
業
委
員
長
報
告（
平
成
二
二
年
五
月
二
〇
日
）

○
東
祥
三
君

た
だ
い
ま
議
題
と
な
り
ま
し
た
法
律
案
に
つ
き
ま
し
て
、

経
済
産
業
委
員
会
に
お
け
る
審
査
の
経
過
及
び
結
果
を
御
報
告
申
し
上
げ

ま
す
。

本
案
は
、
国
際
的
な
資
源
獲
得
競
争
が
激
化
し
、
資
源
エ
ネ
ル
ギ
ー
の

安
定
的
な
供
給
を
確
保
す
る
こ
と
の
重
要
性
が
よ
り
一
層
増
し
て
い
る
こ

と
に
か
ん
が
み
、
我
が
国
企
業
に
よ
る
レ
ア
メ
タ
ル
等
の
金
属
鉱
物
資
源

確
保
に
対
す
る
支
援
を
強
化
す
る
た
め
、
独
立
行
政
法
人
石
油
天
然
ガ
ス

・
金
属
資
源
機
構
の
業
務
の
拡
充
等
の
措
置
を
講
じ
る
も
の
で
あ
り
ま

す
。そ

の
主
な
内
容
は
、

第
一
に
、
金
属
鉱
物
の
鉱
山
権
益
に
係
る
資
産
買
収
へ
の
出
資
業
務
を

追
加
す
る
こ
と
、

第
二
に
、
政
府
保
証
つ
き
長
期
借
入
金
等
を
活
用
で
き
る
対
象
業
務
を

拡
大
す
る
こ
と
、

第
三
に
、
政
府
の
資
源
外
交
と
の
連
携
を
図
る
た
め
、
主
た
る
事
務
所

を
神
奈
川
県
か
ら
東
京
都
に
移
転
す
る
こ
と

で
あ
り
ま
す
。

本
案
に
つ
き
ま
し
て
は
、
去
る
五
月
十
一
日
本
委
員
会
に
付
託
さ
れ
、

十
二
日
に
直
嶋
経
済
産
業
大
臣
か
ら
提
案
理
由
の
説
明
を
聴
取
し
た
後
、

十
九
日
に
質
疑
を
行
い
、
質
疑
終
局
後
、
討
論
を
行
い
、
採
決
を
行
っ
た

結
果
、
賛
成
多
数
を
も
っ
て
原
案
の
と
お
り
可
決
す
べ
き
も
の
と
議
決
い

た
し
ま
し
た
。

以
上
、
御
報
告
申
し
上
げ
ま
す
。

三
、
参
議
院
経
済
産
業
委
員
長
報
告（
平
成
二
二
年
五
月
二
六
日
）

○
木
俣
佳
丈
君

た
だ
い
ま
議
題
と
な
り
ま
し
た
法
律
案
に
つ
き
ま
し

て
、
審
査
の
経
過
と
結
果
を
御
報
告
申
し
上
げ
ま
す
。

本
法
律
案
は
、
近
年
、
国
際
的
な
資
源
獲
得
競
争
が
激
化
し
、
金
属
鉱

物
等
の
資
源
の
安
定
的
な
供
給
を
確
保
す
る
こ
と
の
重
要
性
が
一
層
増
大

し
て
い
る
こ
と
に
か
ん
が
み
、
我
が
国
企
業
に
よ
る
資
源
確
保
の
支
援
を

強
化
す
る
た
め
、
独
立
行
政
法
人
石
油
天
然
ガ
ス
・
金
属
鉱
物
資
源
機

構
、
Ｊ
Ｏ
Ｇ
Ｍ
Ｅ
Ｃ
の
業
務
に
金
属
鉱
物
の
鉱
山
買
収
の
た
め
の
出
資
を

追
加
す
る
と
と
も
に
、
Ｊ
Ｏ
Ｇ
Ｍ
Ｅ
Ｃ
が
出
資
や
債
務
保
証
を
行
う
た
め

の
資
金
に
つ
い
て
政
府
保
証
付
長
期
借
入
金
等
に
よ
り
調
達
す
る
こ
と
を

可
能
と
す
る
等
の
措
置
を
講
じ
よ
う
と
す
る
も
の
で
あ
り
ま
す
。

委
員
会
に
お
き
ま
し
て
は
、
資
源
確
保
施
策
に
お
け
る
Ｊ
Ｏ
Ｇ
Ｍ
Ｅ
Ｃ

の
役
割
、
Ｊ
Ｏ
Ｇ
Ｍ
Ｅ
Ｃ
の
業
務
に
金
属
鉱
物
の
鉱
山
買
収
の
た
め
の
出

資
を
追
加
す
る
理
由
、
都
市
鉱
山
の
活
用
に
よ
る
レ
ア
メ
タ
ル
・
リ
サ
イ

独
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ク
ル
の
必
要
性
等
に
つ
い
て
質
疑
が
行
わ
れ
ま
し
た
が
、
そ
の
詳
細
は
会

議
録
に
よ
っ
て
御
承
知
願
い
ま
す
。

質
疑
を
終
了
し
、
採
決
の
結
果
、
本
法
律
案
は
全
会
一
致
を
も
っ
て
原

案
ど
お
り
可
決
す
べ
き
も
の
と
決
定
い
た
し
ま
し
た
。

な
お
、
本
法
律
案
に
対
し
て
附
帯
決
議
を
行
い
ま
し
た
。

以
上
、
御
報
告
申
し
上
げ
ま
す
。

○
附
帯
決
議（
平
成
二
二
年
五
月
二
五
日
）

政
府
は
、
海
外
の
資
源
メ
ジ
ャ
ー
各
社
に
よ
る
事
業
規
模
拡
大
や
、
資

源
国
に
お
け
る
資
源
ナ
シ
ョ
ナ
リ
ズ
ム
の
台
頭
な
ど
資
源
確
保
を
め
ぐ
る

厳
し
い
国
際
情
勢
の
下
、
我
が
国
に
と
っ
て
、
レ
ア
メ
タ
ル
等
の
資
源
確

保
が
今
後
の
低
炭
素
社
会
の
構
築
と
経
済
成
長
を
図
る
た
め
に
不
可
欠
で

あ
る
こ
と
に
か
ん
が
み
、
本
法
施
行
に
当
た
り
、
次
の
諸
点
に
つ
い
て
適

切
な
措
置
を
講
ず
べ
き
で
あ
る
。

一

独
立
行
政
法
人
石
油
天
然
ガ
ス
・
金
属
鉱
物
資
源
機
構
（
以
下
「
機

構
」
と
い
う
。）
の
業
務
に
追
加
さ
れ
る
金
属
鉱
物
の
資
産
買
収
出
資

等
の
ス
キ
ー
ム
を
活
用
し
て
、
我
が
国
民
間
企
業
に
よ
る
資
源
確
保
に

向
け
た
活
動
を
積
極
的
に
支
援
す
る
こ
と
。
そ
の
た
め
に
、
機
構
の
海

外
資
源
に
係
る
情
報
収
集
・
分
析
機
能
を
強
化
し
て
、
優
良
な
支
援
対

象
案
件
の
発
掘
に
努
め
る
こ
と
。

二

機
構
に
よ
る
支
援
に
当
た
っ
て
は
、
財
務
の
健
全
性
を
確
保
す
る
た

め
、
財
務
・
法
務
等
の
外
部
専
門
家
の
知
見
も
活
用
し
、
一
層
厳
格
な

リ
ス
ク
審
査
体
制
を
構
築
す
る
と
と
も
に
、
支
援
実
施
後
の
フ
ォ
ロ
ー

ア
ッ
プ
を
適
切
に
行
う
こ
と
に
よ
り
、
効
果
的
・
効
率
的
な
実
施
を
図

る
こ
と
。

三

海
外
資
源
の
確
保
に
当
た
っ
て
は
、
機
構
の
み
な
ら
ず
、
Ｏ
Ｄ
Ａ
、

政
策
金
融
、
貿
易
保
険
等
の
実
施
機
関
が
民
間
企
業
と
緊
密
に
連
携
し

て
、
オ
ー
ル
・
ジ
ャ
パ
ン
と
し
て
機
動
的
に
対
応
で
き
る
体
制
を
構
築

す
る
こ
と
。

四

海
洋
資
源
の
一
層
の
開
発
に
向
け
、
我
が
国
の
排
他
的
経
済
水
域
等

に
存
在
し
て
い
る
石
油
・
天
然
ガ
ス
、
メ
タ
ン
ハ
イ
ド
レ
ー
ト
、
海
底

熱
水
鉱
床
等
の
海
洋
資
源
の
開
発
を
環
境
に
配
慮
し
つ
つ
促
進
す
る
た

め
、
賦
存
探
査
・
技
術
開
発
の
強
化
及
び
資
源
管
理
・
開
発
促
進
の
た

め
の
制
度
整
備
を
進
め
る
こ
と
。

五

レ
ア
メ
タ
ル
に
つ
い
て
は
、
海
外
に
お
け
る
資
源
確
保
の
推
進
に
限

ら
ず
、
い
わ
ゆ
る
都
市
鉱
山
の
活
用
に
よ
る
リ
サ
イ
ク
ル
の
推
進
や
代

替
材
料
の
開
発
等
を
積
極
的
に
進
め
、
そ
の
安
定
的
な
供
給
確
保
に
努

め
る
こ
と
。

右
決
議
す
る
。
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